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の
）
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
父

親
が
使
わ
な
け
れ
ば
消
滅
し
て

し
ま
う
も
の
で
、
利
用
率
は
94

年
に
は
45
％
で
し
た
が
、
現
在

で
は
90
％
を
超
え
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
日
本
人
男

性
の
育
児
休
暇
取
得
率
は
２
０

０
７
年
度
で
わ
ず
か
１
・
56
％

と
非
常
に
低
い
状
況
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
を
受
け

て
６
月
30
日
か
ら
改
正
育
児
・

介
護
休
業
法
が
施
行
さ
れ
ま

す
。
改
正
の
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
、

男
性
の
育
児
休
業
取
得
促
進
策
、

子
ど
も
の
看
護
休
暇
制
度
の
拡

充
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

　

市
で
は
、
平
成
20
年
３
月
に

「
太
田
市
男
女
共
同
参
画
基
本

計
画
」
を
策
定
し
ま
し
た
。
こ

れ
は
、
性
別
に
か
か
わ
ら
ず
個

性
と
能
力
を
い
か
し
て
心
豊
か

で
活
力
あ
る
社
会
を
築
く
た
め

に
、
太
田
市
に
お
け
る
男
女
共

同
参
画
社
会
の
実
現
を
目
指
し

た
も
の
で
す
。

　

ま
た
、
男
女
共
同
参
画
に
つ

い
て
の
意
識
向
上
を
目
的
と
し

た
講
演
会
や
セ
ミ
ナ
ー
も
開
催

し
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
今
ま
で
女
性
の
参

画
が
少
な
か
っ
た
市
の
政
策
や

方
針
の
立
案
・
決
定
の
場
へ
女

性
の
参
画
を
促
進
す
る
た
め
、

さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で
自
分
の
意

見
を
市
政
に
反
映
し
た
い
と
い
う

女
性
を
広
く
募
集
し
て
い
ま
す
。

６
月
23
日
〜
29
日
は

男
女
共
同
参
画
週
間
で
す

６
月
23
日
〜
29
日
は

男
女
共
同
参
画
週
間
で
す

６
月
23
日
〜
29
日
は

男
女
共
同
参
画
週
間
で
す

６
月
23
日
〜
29
日
は

男
女
共
同
参
画
週
間
で
す

　

表
１
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、

ノ
ル
ウ
ェ
ー
は
世
界
で
最
も
男

女
共
同
参
画
の
進
ん
だ
国
の
一

つ
で
す
。
こ
こ
で
は
、
ノ
ル
ウ

ェ
ー
の
子
育
て
に
関
す
る
取
り

組
み
を
紹
介
し
ま
す
。

　

男
性
と
女
性
が
、
職
場
、
学

校
、
地
域
、
家
庭
で
、
そ
れ
ぞ

れ
の
個
性
と
能
力
を
発
揮
で
き

る
「
男
女
共
同
参
画
社
会
」
の

実
現
の
た
め
に
は
皆
さ
ん
一
人
ひ

と
り
の
取
り
組
み
が
必
要
で
す
。

　

男
女
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ

に
つ
い
て
こ
の
機
会
に
考
え
て

み
ま
せ
ん
か
。

　

男
女
共
同
参
画
社
会
を
形
成

す
る
た
め
に
は
、
政
策
・
方
針

決
定
過
程
へ
の
女
性
参
画
の
促

進
が
重
要
で
す
。
日
本
で
は
、

女
性
の
参
画
が
進
み
つ
つ
あ
り

ま
す
が
、
国
際
的
に
は
ま
だ
十

分
と
は
言
え
ま
せ
ん
。（
表
１
）

　

大
き
な
特
徴
と
し
て
１
９
９

３
年
に
導
入
さ
れ
た
パ
パ
・
ク

ォ
ー
タ
制
（
育
児
休
暇
の
一
定

期
間
を
男
性
に
割
り
当
て
る
も

　

男
性
も
女
性
も
、
社
会
の
対

等
な
構
成
員
と
し
て
互
い
の
人

男女が対等な家族の
構成員として互いに
協力しながら仕事や
地域活動などが

できるようにする

基本理念基本理念

男女の人権の尊重男女の人権の尊重

社会における
制度または
慣行についての配慮

社会における
制度または
慣行についての配慮国際的協調国際的協調

政策などの立案および
決定への共同参画
政策などの立案および
決定への共同参画

家庭生活における
活動と他の活動との両立

家庭生活における
活動と他の活動との両立

男性も女性も一人の人間として
能力を発揮できる機会の確保

他の国々や
国際機関と協力して

取り組む

固定的な
役割分担意識に
とらわれず社会の
制度や慣行の
在り方を考える

男女が対等なパートナー
としてあらゆる分野の
方針決定に参画できる
機会の確保

男女が対等な家族の
構成員として互いに
協力しながら仕事や
地域活動などが

できるようにする

男女共同参画社会を
実現するための５本の柱

2位 1位 11位
6位 9位 5位
15位 84位 43位
18位 27位 84位
58位 98位 136位

妊娠中12週間まで取得可 出産にかかわる休暇は2週間まで取得できる（出生
後の6週間とは別計算。受け取れる給与額は、雇用
者と要交渉）出産前3週間の取得が義務付けられている

出産後6週間の取得が義務付けられている

6週間まで取得可子どもの出産後６週間が経過し職場に復帰した場
合、1日1時間まで（30分を2回も可）の授乳休憩
を取得できる

子どもの出生後6週間が経過した後も、有給の育児休暇を取得できる（両親のどちらが取得してもよい）

給与額は、出産後46週間を育児休暇期間とすれば通常の100％。56週間であれば80％となる

出産後3年まで育児休暇を取得できる（2年目以降は無給）

子どもが病気になった場合、年間10日まで休暇を取得できる（子どもが二人以上の場合、15日まで取得可。
また、子どもが長期の病気にかかった場合は、年間20日まで取得可）

一人親は20日休暇を取得できる

　

ノ
ル
ウ
ェ
ー
で
は
出
産
・
育

児
に
関
す
る
保
護
が
非
常
に
手

厚
く
な
っ
て
い
ま
す
。（
表
２
）

：内閣府男女共同参画局「諸外国における政策・方針決
定過程への女性の参画に関する調査ーオランダ王国・ノルウ
ェー王国・シンガポール共和国・アメリカ合衆国ー」（2009）

…国連開発計画が発表
する指数で、政治経済活動における意思決定への女性参画
の度合いを示す。

…世界経済会議が発表する指数
で、男女格差の少なさの度合いを示す。

話
そ
う
、

働
こ
う
、

育
て
よ
う
。

い
っ
し
ょ
に
。 権

を
尊
重
し
な
が
ら
、
そ
の
個

性
と
能
力
を
最
大
限
に
発
揮
で

き
る
社
会
の
こ
と
で
す
。

　

平
成
11
年
に
施
行
さ
れ
た
男

女
共
同
参
画
社
会
基
本
法
で
は
、

男
女
共
同
参
画
社
会
の
実
現
が

21
世
紀
の
最
重
要
課
題
と
位
置

付
け
ら
れ
ま
し
た
。

　

同
法
で
は
、
男
女
共
同
参
画

社
会
を
実
現
す
る
た
め
の
５
本

の
柱
（
基
本
理
念
）
を
掲
げ
て

い
ま
す
。（
図
１
）


